
  （４月入所　認定特定行為業務従事者が行う場合）

　　　保護者からの相談

　　（各窓口で聞き取り） 　

　　（子ども保育課・エールぎふ・関係機関同行）

　・保育所見学　　・日常生活に関する聞き取り

　

　

　　　　保育所の利用開始

　　　　　　

　　　保育所や医療的ケア児、保護者等に対するフォローアップ

【参照】保育所等における医療的ケア児の受け入れマニュアルより　　子ども保育課

Ⅴ　医療的ケア児を受け入れるまでの流れ　　（4月入所の場合）

【相談窓口】子ども保育課・エールぎふ・保育所

受け入れ可能性の検討 　【主治医】
集団生活への可
否や医療的ケア
児への対応に対
する意見

（１）子ども保育課・エールぎふ・保育所で聞き取り内容の
確認

（２）保護者・所長・看護師等の面談

　【エールぎふ】
・主治医
　　(医療機関）
・療育施設

結果通知

入所申し込み

療育判定会議　（関係機関による協議）

　　　　　判定結果の通知

　
　　【主治医】
所長・看護師が主
治医と面談
保護者より主治医
の意見書提出

　　　　内定先との調整
連携

随時相談

概ね８月から

10月

連携

申請【介護労働安定センター】

医療的ケア児への実施

に関する手続き

4月入所

許可

資料２


